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h
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　過去に保険料の全額または一部免除、
学生納付特例制度や若年者猶予制度の承
認を受けた期間のある方は、１０年以内で
あれば保険料をさかのぼって納めること
（追納）ができます。
　将来受け取る年金額を増額するために
も、追納制度をご利用ください。
　なお、学生納付特例等を受けた年度か

ら起算して、３年度目以降に追納する場
合には、経過期間に応じて一定の加算額
が上乗せされます。（下表）
　納めることができるようになったとき
は、できるだけ早く追納することをお勧
めします。
問合先　保険年金課国民年金係（☎０４２
−３８７−９８４４）

追納制度をご存じですか
国民年金

 国民年金保険料追納額等（平成２８年度） （月額）

免除の種類　追納額当時の免除
等承認保険
料

免除を受け
た年度 ４分の１免除半額免除４分の３免除全額免除等

３,７４０円７,５００円１１,２４０円１５,０００円１３,８６０円平成１８年度
３,７５０円７,５２０円１１,２７０円１５,０３０円１４,１００円平成１９年度
３,７８０円７,５７０円１１,３６０円１５,１４０円１４,４１０円平成２０年度
３,８００円７,６２０円１１,４２０円１５,２３０円１４,６６０円平成２１年度
３,８７０円７,７５０円１１,６１０円１５,４９０円１５,１００円平成２２年度
３,８１０円７,６４０円１１,４５０円１５,２８０円１５,０２０円平成２３年度
３,７８０円７,５６０円１１,３４０円１５,１３０円１４,９８０円平成２４年度
３,７８０円７,５５０円１１,３３０円１５,１００円１５,０４０円平成２５年度
３,８１０円７,６３０円１１,４４０円１５,２５０円１５,２５０円平成２６年度
３,９００円７,８００円１１,６９０円１５,５９０円１５,５９０円平成２７年度

※　平成２６、２７年度は、加算額はありません。

　

平
成　

年
度
（
平
成　

年
分
）

２８

２７

の
市
民
税
・
都
民
税
納
税
・
税
額

決
定
通
知
書
を
６
月　

日
（
金
）

１０

に
発
送
し
ま
す
。

　

第
１
期
の
納
期
限
は
、
６
月　
３０

日
（
木
）
で
す
。
納
税
・
税
額
決

定
通
知
書
が
お
手
元
に
届
き
ま
し

た
ら
ご
確
認
の
う
え
、
納
期
限
ま

で
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成　

年
度
市
民
税
・

２８

都
民
税
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書

は
、
６
月　

日
（
金
）
か
ら
発
行

１０

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
〈
寄
附
金
控
除（
ふ
る
さ
と

納
税
）に
係
る
見
直
し
〉

【
所
得
税
の
最
高
税
率
引
き
上
げ

に
伴
う
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
に

係
る
特
別
控
除
額
の
算
定
方
法

の
改
正
】

　

平
成　

年
分
以
後
の
所
得
税
の

２７

最
高
税
率
が　

％
か
ら　

％
に
引

４０

４５

き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
寄

附
金
税
額
控
除
に
係
る
特
例
控
除

額
の
算
定
に
用
い
る
所
得
税
の
限

界
税
率
が
課
税
所
得
金
額
４
千
万

円
超
の
場
合
は　

％
と
す
る
こ
と

４５

と
な
り
ま
し
た
。

【
特
例
控
除
額
の
拡
充
（
特
例
控

除
限
度
額
の
引
き
上
げ
）
】

　

平
成　

年
度
以
後
の
個
人
市
・

２８

都
民
税
か
ら
、
都
道
府
県
・
市
区

町
村
に
対
す
る
寄
附
金
（
ふ
る
さ

平
成

年
度

平
成　

年
度
のの

２８２８

主
な
税
制
改

主
な
税
制
改
正正

と
納
税
）
に
つ
い
て
の
特
例
控
除

額
限
度
額
が
個
人
市
・
都
民
税
所

得
割
額
の
２
割
（
改
正
前
１
割
）

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
（
平

成　

年
以
後
の
寄
附
金
か
ら
適

２７
用
）

【
「
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
制
度
」
の
創
設
】

　

確
定
申
告
の
不
要
な
給
与
所
得

者
等
が
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

行
わ
な
く
て
も
、
所
得
税
・
個
人

市
・
都
民
税
の
寄
附
金
控
除
を
受

け
ら
れ
る
仕
組
み
「
ふ
る
さ
と
納

税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
」
が

創
設
さ
れ
ま
し
た
。
平
成　

年
４

２７

月
１
日
以
後
に
行
う
「
ふ
る
さ
と

納
税
」
で
あ
り
、
寄
附
先
の
団
体

数
が
５
団
体
以
内
の
場
合
で
確
定

申
告
（
住
民
税
申
告
を
含
む
）
を

行
う
必
要
の
な
い
方
が
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
「
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
特
例
制
度
」を
利
用
せ
ず
、

確
定
申
告
を
行
う
場
合
、
寄
附
分

を
含
め
て
申
告
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

〈
個
人
市
・
都
民
税
に
お
け

る
公
的
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
制
度
の
見
直
し
〉

【
転
出
・
税
額
変
更
が
あ
っ
た
場

合
の
特
別
徴
収
継
続
の
見
直

し
】

　

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
対

象
者
が
他
市
区
町
村
に
転
出
し
た

場
合
や
特
別
徴
収
の
税
額
に
変
更

が
生
じ
た
場
合
、
こ
れ
ま
で
は
特

別
徴
収
は
停
止
と
な
り
、
普
通
徴

収
（
納
付
書
に
よ
る
納
付
方
法
）

に
切
り
替
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、

一
定
の
要
件
の
も
と
で
特
別
徴
収

が
継
続
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。

【
仮
特
別
徴
収
税
額
の
算
定
方
法

の
見
直
し
（
仮
特
別
徴
収
税
額

の
平
準
化
）
】

　

公
的
年
金
に
お
け
る
年
間
特
別

徴
収
税
額
の
平
準
化
を
図
る
た

め
、
仮
特
別
徴
収
税
額
を
「
前
年

度
分
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得

割
額
と
均
等
割
額
の
合
算
額
（
年

税
額
）
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る

額
と
す
る
」こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

問
合
先　

市
民
税
課
市
民
税
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
１
９
）

０４２

３８７

　

環
境
保
全
活
動
に
功
績
の
あ
っ

た
個
人
や
団
体
、
事
業
者
を
表
彰

す
る
た
め
、
環
境
賞
の
候
補
者
を

募
集
し
ま
す
。
日
常
生
活
や
事
業

活
動
に
お
い
て
、
環
境
に
配
慮
し

た
取
り
組
み
等
、
受
賞
に
ふ
さ
わ

し
い
功
績
の
あ
っ
た
個
人
・
団

体
・
事
業
者
を
、ぜ
ひ
、
ご
推
薦

く
だ
さ
い
。（
自
薦
も
可
）

　

前
年
度
受
賞
者
は
、
小
金
井
自

然
観
察
会
で
し
た
。　

年
以
上
に

４０

も
わ
た
る
長
期
間
、
本
市
の
自
然

環
境
を
観
察
記
録
し
、
併
せ
て
一

般
市
民
の
自
然
や
環
境
保
全
に
関

す
る
意
識
を
高
揚
す
る
活
動
等
を

し
て
き
た
功
績
が
評
価
さ
れ
ま
し

た
。

対　

象　

市
内
在
住
の
方
、
市
内

の
団
体
ま
た
は
事
業
者

応
募
方
法　

７
月　

日
（
消
印
有

２７

効
）
ま
で
に
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
直
接
、
住
所
・
氏
名
（
団

体
ま
た
は
事
業
者
の
場
合
は
名

称
・
代
表
者
氏
名
）・
電
話
番
号
・

自
薦
ま
た
は
推
薦
の
理
由
・
活
動

内
容
・
実
績
等
（
推
薦
の
場
合
は

推
薦
者
の
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
）
を
明
記
し
、
環
境
政
策
課
へ
。

問
合
先　

環
境
政
策
課
環
境
係

（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
・

１８４

市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
１
７ 
　

儿　

儿
６
５
７

０４２

３８３

７
）

 　

市
で
は
、
家
屋
の
取
り
壊
し
の

確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
課
税

事
務
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
、
家

屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、
資
産

税
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

取
り
壊
し
た
家
屋
に
は
、
翌
年

度
か
ら
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

居
住
用
家
屋
が
建
っ
て
い
る
土

地
は
、
税
負
担
を
軽
減
す
る
特
例

措
置
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
こ
の

適
用
が
な
く
な
り
、
翌
年
度
の
土

地
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

が
上
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
先　

資
産
税
課
家
屋
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
２
１
）

０４２

３８７

 　

新
築
（
増
改
築
）
家
屋
は
、
建

築
し
た
年
の
翌
年
度
か
ら
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
。

　

市
で
は
、
平
成　

年
度
課
税
の

２９

た
め
に
、
平
成　

年
１
月
２
日
以

２８
FAX

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き

は
ご
連
絡
を

新
築
（
増
改
築
）
家
屋
の

調
査
に
ご
協
力
を

降
、
新
築
お
よ
び
増
改
築
し
た
家

屋
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

調
査
は
、
市
の
調
査
員
（
固
定

資
産
評
価
補
助
員
）
が
、
事
前
に

日
程
を
調
整
の
う
え
伺
い
ま
す
。

　

調
査
員
は
、
職
員
証
明
書
等
を

提
示
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

調
査
内
容　

屋
根
や
外
壁
・
各
部

屋
の
内
装
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る

資
材
や
設
備
の
状
況
を
調
査
し
ま

す
。

問
合
先　

資
産
税
課
家
屋
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
２
１
）

０４２

３８７

 　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
次

２９

の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す
私
道

を
所
有
す
る
方
は
、
申
請
に
よ
っ

て
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が

平
成　

年
度
以
降
非
課
税
扱
い
と

２９
私
道
部
分
の
非
課
税
扱
い

の
申
請
を

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
分
筆
し
て
道
路
と
な
っ

て
い
る
場
合
や
、
す
で
に
非
課
税

と
な
っ
て
い
る
私
道
は
、
申
請
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
非
課
税
の
条
件
】

▽　

使
用
上
の
制
約
を
設
け
ず
、

不
特
定
多
数
の
方
が
利
用
し
て

い
る
こ
と

▽　

幅
員
が
１
・
８
㍍
以
上
で
あ

る
こ
と

▽　

起
点
・
終
点
が
公
道
に
接
し

て
い
る
こ
と
、
ま
た
は
行
き
止

ま
り
の
私
道
の
場
合
（
幅
員
４

㍍
以
上
）
、
２
棟
以
上
の
家
屋

が
立
ち
並
び
、
不
特
定
多
数
の

方
が
利
用
し
て
い
る
こ
と

▽　

求
積
図
な
ど
に
よ
っ
て
私
道

部
分
が
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

そ
の
他　

求
積
図
は
、
原
則
と
し

て
資
格
を
有
す
る
方
に
よ
っ
て
測

量
さ
れ
た
も
の
と
し
ま
す
が
、
地

積
が
狭
小
で
測
量
が
容
易
で
あ
る

土
地
は
、
資
格
を
有
し
な
い
方
に

よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
も
差
し

支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

申
請
・
問
合
先　

平
成　

年
１
月

２９

　

日
ま
で
に
、
印
鑑
お
よ
び
求
積

３１図
を
持
参
の
う
え
、
市
所
定
の
申

請
書
（
資
産
税
課
で
配
布
）
に
必

要
事
項
を
明
記
し
、
資
産
税
課
土

地
係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３
階
☎

　

儿　

儿
９
８
２
１
）
へ
。

０４２

３８７

 　

平
成　

年
度
軽
自
動
車
税
納
税

２８

通
知
書
に
同
封
し
た
税
率
変
更
の

お
知
ら
せ
通
知
に
、
一
部
誤
り
が

あ
り
ま
し
た
。
対
象
と
な
る
納
税

義
務
者
の
方
に
は
、
訂
正
文
書
を

送
付
し
て
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
き

ま
し
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く

軽
自
動
車
税
の
税
率
変
更

の
お
知
ら
せ
の
訂
正

だ
さ
い
。

　

な
お
、
納
税
通
知
書
に
は
影
響

が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
ま
ま

納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
を

お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

問
合
先　

市
民
税
課
諸
税
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
２
０
）

０４２

３８７

 　

１
月
４
日
か
ら
一
時
休
止
し
て

い
た
、
市
民
課
で
の
税
関
係
証
明

書
（
市
・
都
民
税
課
税
証
明
書
お

６
月　

日
か
ら
市
民
課
で
の

１０

税
関
係
証
明
書
の
交
付
を
再

開

よ
び
納
税
証
明
書
）
の
交
付
を
６

月　

日（
金
）か
ら
再
開
し
ま
す
。

１０

　

な
お
、
市
民
税
課
、
納
税
課
で

も
こ
れ
ま
で
ど
お
り
証
明
書
を
お

取
り
い
た
だ
け
ま
す
。

問
合
先　

市
民
課
市
民
係
（
市
役

所
第
二
庁
舎
１
階
☎　

儿　

儿
９

０４２

３８７

８
３
０
）

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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上
原
秀
則
氏
が
、
平
成　

年
２８

第
３
回
市
議
会
臨
時
会
に
お
い

て
、
議
会
の
同
意
を
得
て
、
副

市
長
に
就
任
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
任
期
は
５
月　

日
〜

２０

平
成　

年
５
月　

日
ま
で
の
４

３２

１９

年
間
で
す
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【
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歴
】

　

上
原
秀
則
（
う
え
は
ら
・
ひ

で
の
り
）
氏

　

東
京
学
芸
大
学
卒
。
昭
和　
５０

年
９
月
小
金
井
市
に
入
り
、
市

民
部
長
、
企
画
財
政
部
長
、
平

成　

年
２
月
〜
平
成　

年　

月

２４

２６

１１

小
金
井
市
副
市
長
を
歴
任
。　
６３

歳
。
府
中
市
在
住
。

副
市
長

副
市
長
にに

上
原
秀
則
氏
が
就

上
原
秀
則
氏
が
就
任任

特別徴収仮特別徴収
区分

２月１２月１０月８月６月４月

（年税額－仮特別徴収額）
×１／３

前年度分の特別徴収額×１／３
（前年２月と同額）改正前

（年税額－仮特別徴収額）
×１／３

（前年度分の年税額×１／２）
×１／３改正後

※　平成２８年１０月１日以後に実施する特別徴収から適用。
※　本改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担とな
る年税額の増減はありません。
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補
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